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自立支援型地域ケア会議に係るリハビリテーション専門職派遣調整ガイドラ 

イン 

 

１ 目的 

  自立支援型地域ケア会議への参画が必要な専門職の地域偏在等により、その確保が課

題となっている市町村があることから、リハビリテーション専門職の派遣調整のための

ガイドラインを策定する。 

 

２ 定義 

(1) 本ガイドラインにおいて「自立支援型地域ケア会議（以下、「会議」という。）」と

は、多職種の専門的な視点に基づく助言を通じて、自立に資するケアマネジメントを

目的に個別事例の検討を行う地域ケア会議をいう。 

(2) 本ガイドラインにおいて、「リハビリテーション専門職」とは、理学療法士、作業

療法士及び言語聴覚士をいう。 

 

３ 本ガイドラインの位置づけ 

本ガイドラインは、会議への参画が必要なリハビリテーション専門職の確保が課題と

なっている市町村があることに鑑み、各地域リハビリテーション広域支援センター（以

下、「広域支援センター」という。）（別表）を派遣調整の窓口として、圏域内のリハビリ

テーション専門職の派遣に係る手順を示すものであり、現在各地域において運用されて

いる既存の手順の運用を妨げるものではない。 

 

４ 派遣調整窓口について 

各広域支援センターは、会議へのリハビリテーション専門職の派遣に係る市町村から

の調整依頼に対応する窓口（以下、「派遣調整窓口」という。）を担うものとする。 

 

５ 派遣候補者名簿の作成について 

(1) リハビリテーション専門職団体の役割 

岩手県理学療法士会、岩手県作業療法士会及び岩手県言語聴覚士会は、介護予防等

に関する研修等を受講し、会議において適切な助言が可能と考えられるリハビリテー

ション専門職の派遣候補者名簿を作成し（様式１）、会議が開催される年度の７月末ま

でに県に提出する。なお、派遣候補者名簿は、異動又は退職及び本人希望による名簿

からの削除等を反映して作成すること。 

(2) 県の役割 

県は、リハビリテーション専門職団体より提出された派遣候補者名簿に新たに登載

されたリハビリテーション専門職及び異動等により所属機関が変更されたリハビリテ



ーション専門職の所属機関に対して、派遣の可否を照会する。その結果派遣が可能と

された専門職の名簿（以下、「派遣可能者名簿（様式２）」という。）を会議が開催され

る年度の９月末までに各派遣調整窓口に送付する。 

 

６ 市町村へのリハビリテーション専門職派遣手順について 

(1) 市町村は、会議に参画するリハビリテーション専門職を確保することができなかっ

た場合、自立支援型地域ケア会議開催計画表（様式３）により派遣調整窓口に原則半

年分を一括して派遣調整を依頼する。なお、開催計画表には、会議の内容が分かる資

料を添付すること。また、会議で取り扱う事例の内容を踏まえて、依頼する職種を選

定すること。 

(2) 派遣調整窓口は、市町村から派遣調整依頼があった場合、派遣可能者名簿に基づき、

リハビリテーション専門職が所属する機関及び専門職本人と調整し、適当な候補者を

選定のうえ、専門職派遣計画表（様式４）を作成し、市町村に対して通知する（様式

６）。 

なお、広域支援センターで調整がつかなかった場合は、当該広域支援センターから、

各リハビリテーション専門職団体に派遣調整を依頼し、当該専門職団体が派遣調整を

実施する。 

おって、派遣調整の結果については、当該専門職団体から広域支援センターに報告

し、広域支援センターから市町村に派遣調整結果を通知する（様式６）。 

(3) 市町村は、派遣調整窓口から通知された候補者の所属する機関の長に対し派遣協力

依頼を行う。 

(4) 市町村は、リハビリテーション専門職の派遣を受けたときは、その旨派遣調整窓口

に報告する（様式５）。また、市町村は、当該市町村の規程に基づき、会議に参加した

専門職の派遣に係る経費（旅費等）を支給する。 

(5) 市町村は、移動中の不慮の事故等が生じた場合の損害賠償及び保障について、あら

かじめ配慮しておくことが望ましい。（※） 

   ※配慮した対応の例：所属機関からの派遣とする、専門職に非常勤嘱託員の発令を

する等 

(6) 派遣調整窓口は、当面の間、派遣調整の結果について、年２回県に情報提供する。 

 

７ その他 

文書の送受は、可能な限り電子媒体によるものとする。 

 

 

 

 



 

 

８ 様式一覧 

  本ガイドラインに係る様式について、以下のとおり定める。 

様式№ タイトル 担当（作成） 提出先 

様式１ 自立支援型地域ケア会議への派遣候

補者名簿 

リハビリテーショ

ン専門職団体 

リハビリテーション

専門職団体⇒県 

様式２ 自立支援型地域ケア会議への派遣可

能者名簿 

県 県⇒派遣調整窓口 

様式３ 自立支援型地域ケア会議開催計画表 市町村 市町村⇒派遣調整窓

口 

様式４ 自立支援型地域ケア会議への専門職

派遣計画表 

派遣調整窓口 派遣調整窓口⇒市町

村 

様式５ 自立支援型地域ケア会議への専門職

派遣実績表 

市町村 市町村⇒派遣調整窓

口 

様式６ 自立支援型地域ケア会議への専門職

派遣に係る派遣調整の結果について

（通知） 

派遣調整窓口 派遣調整窓口⇒市町

村 

 


